
福島県立医科大学大学院学則（案） 

 平成１８年 ４月 １日 基本規程第１８号 

 一部改正 平成１８年１２月２７日 基本規程第２９号 

 一部改正 平成１９年 ７月 ２日 基本規程第 ７号 

 一部改正 平成１９年１２月２１日 基本規程第１９号 

 一部改正 平成１９年１２月２７日 基本規程第２０号 

 一部改正 平成２０年 ３月２８日 基本規程第２７号 

 一部改正 平成２０年１０月１７日 基本規程第１１号 

一部改正 平成２１年 ３月３０日 基本規程第２１号 

一部改正 平成２３年 １月１１日 基本規程第３７号 

一部改正 平成２３年 ７月２９日 基本規程第１３号 

一部改正 平成２５年 ３月２８日 基本規程第１８号 

一部改正 平成２５年 ６月２６日 基本規程第１７号 

一部改正 平成２６年 １月 １日 基本規程第３８号 

一部改正 平成２６年１０月 １日 基本規程第 ９号 

一部改正 平成２７年 ４月１３日 基本規程第 ２号 

一部改正 平成２７年 ９月３０日 基本規程第 ７号 

一部改正 平成２７年１２月１６日 基本規程第１２号 

一部改正 平成２８年 ３月３１日 基本規程第１４号 

一部改正 平成２８年 ７月 １日 基本規程第 ８号 

一部改正 平成２８年 ９月３０日 基本規程第１３号 

一部改正 平成２９年 ４月 １日 基本規程第 ５号 

一部改正 平成２９年１２月２７日 基本規程第１３号 

一部改正 平成３０年１２月２６日 基本規程第 ６号 

一部改正 令和 ２年 ８月２６日 基本規程第 ６号 

一部改正 令和 ３年 ３月２４日 基本規程第１０号 

一部改正 令和 ４年 ２月２２日 基本規程第２６号 

一部改正 令和 ４年 ４月 １日 基本規程第 ４号 

一部改正 令和 ４年１２月２１日 基本規程第２５号 

一部改正 令和 ６年 月 日 基本規程第  号 

一部改正 令和 ７年 月 日 基本規程第  号 

 （趣旨） 

第１条 この学則は、福島県立医科大学学則（平成１８年４月１日 基本規程第１７号）第

３条第２項の規定に基づき、福島県立医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）に

関し必要な事項を定めるものとする。 
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 （本学大学院の目的） 

第２条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、従来の学術

水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、医学、看護学及び保健科学

に関する研究を遂行する能力や専門性の高い実践能力を有する研究者及び専門職者を育

成することを目的とする。 

 

 （研究科） 

第３条 本学大学院に、医学研究科、看護学研究科及び保健科学研究科を置く。 

２ 医学研究科は、医学・医療の発展に自立して寄与することができる研究者及び専門職

者を育成するとともに、新しい医学の創造を行うことを目的とする。 

３ 看護学研究科は、看護の質の向上に寄与することができる看護専門職者を育成すると

ともに、看護学の創造と発展に貢献することを目的とする。 

４ 保健科学研究科は、保健科学の発展に寄与することができる研究者及び専門職者を育

成するとともに、保健科学の創造と発展に貢献することを目的とする。 

 

 （医学研究科の課程及び専攻） 

第４条 本学大学院における医学研究科の課程は、博士課程及び修士課程とする。 

２ 医学研究科のうち博士課程には、医学専攻を置く。 

３ 医学研究科のうち修士課程には、医科学専攻及び災害・被ばく医療科学共同専攻を置 

く。 

 

 （看護学研究科の課程及び専攻） 

第５条 本学大学院における看護学研究科の課程は、博士課程とする。 

２ 看護学研究科博士課程は、前期の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期の課

程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として

取り扱うものとする。 

３ 看護学研究科に看護学専攻を置く。 

 

 （保健科学研究科の課程及び専攻） 

第６条 本学大学院における保健科学研究科の課程は、修士課程とする。 

２ 保健科学研究科に保健科学専攻を置く。 

 

 （標準修業年限及び在学期間） 

第７条 医学研究科博士課程の標準修業年限は４年とし、在学できる期間（以下「在学期間」

という。）は、８年を超えることができない。 

２ 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は２年とし、在学期間は４年を超えること

ができない。 
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３ 博士後期課程の標準修業年限は３年とし、在学期間は、６年を超えることができない。 

 

 （学期） 

第８条 学年は、次の学期に分ける。 

 (1) 前期 ４月１日から９月３０日まで 

 (2) 後期 １０月１日から３月３１日 

 

 （入学の時期） 

第９条 本学大学院の入学時期は、学年の始めとする。ただし、再入学及び医学研究科博士

課程については、学期の始めとすることができる。 

 

 （学生定員） 

第１０条 本学大学院の学生定員は、次のとおりとする。 

 

（授業及び研究指導） 

第１１条 医学研究科の授業及び研究指導は、福島県立医科大学医学部の専門の課程の授

業科目を担当する教授、准教授、講師等又は福島県立医科大学の寄附講座の教授、准教授、

講師等がこれを行う。ただし、災害・被ばく医療科学共同専攻の授業及び研究指導は、構

成大学の研究科等が別に定めるところにより、一定の資格を有する教授、准教授、講師等

がこれを行う。 

２ 看護学研究科の授業及び研究指導は、福島県立医科大学看護学部の授業科目を担当す

る教授、准教授、講師等がこれを行う。ただし、看護学研究科博士後期課程の授業及び研

究指導については、看護学研究科委員会において認められた教授等もこれを行うことが

できる。 

３ 保健科学研究科の授業及び研究指導は、福島県立医科大学保健科学部の授業科目を担

当する教授、准教授、講師等がこれを行う。 

研究科 課 程 専     攻 入学定員 収容定員 

 

医学研究科 

博士課程 医学専攻 ６０人 ２４０人 

修士課程 医科学専攻 １０人 ２０人 

災害・被ばく医療科学共同

専攻 

１０人 ２０人 

 研究科計 ８０人 ２８０人 

看護学研究科 

博士前期課程 看護学専攻 １５人 ３０人 

博士後期課程 看護学専攻 ２人 ６人 

 研究科計 １７人 ３６人 

保健科学研究科 修士課程 保健科学専攻 １６人 ３２人 

 研究科計 １６人 ３２人 
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（授業の方法） 

第１２条 授業は、講義、演習、実験若しくは実習のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 本学大学院は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディ

アを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

 

（研究科委員会） 

第１３条 本学大学院の各研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会は、研究科の運営に関する重要な事項を審議する。 

３ 前項に規定するもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （授業科目及び履修方法） 

第１４条 医学研究科の授業科目は、別表第１のとおりとし、授業科目の履修方法について

は、大学院の医学教育の実施に関し一般的に容認されている基準を勘案し、医学研究科の

研究科委員会（以下「医学研究科委員会」という。）の議を経て、学長が別に定める。 

２ 看護学研究科の授業科目は、別表第２のとおりとし、授業科目の履修方法及び単位に関

し必要な事項（単位修得の認定に係るものを除く。）は、看護学研究科の研究科委員会（以

下「看護学研究科委員会」という。）の議を経て､学長が別に定める。 

３ 保健科学研究科の授業科目は、別表第３のとおりとし、授業科目の履修方法及び単位に

関し必要な事項（単位修得の認定に係るものを除く。）は、保健科学研究科の研究科委員

会（以下「保健科学研究科委員会」という。）の議を経て、学長が別に定める。 

 

 （長期にわたる教育課程の履修） 

第１５条 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第７条に定める標準修業年限

を超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望す

る旨を申し出たときは、当該学生が在学する研究科の研究科委員会の議を経て、その計画

的な履修を認めることができる。 

 

 （学習の評価及び修了要件） 

第１６条 医学研究科における授業科目の履修の認定は、試験によりこれを行う。 

２ 医学研究科における試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの別に区分して評価し、試験

の合格又は不合格の別は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

３ 医学研究科博士課程の修了要件は、本課程に４年以上在学し、所定の単位を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。た

だし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者又は第２０条第４項により在学期

間の短縮が認められた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。 

４ 医学研究科修士課程の修了要件は、本課程に２年以上在学し、所定の単位を修得し、か

学則 - 4



つ、必要な研究指導を受けた上、本課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題について

の研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者又は第２０条第４項により在学期間の短縮が認められた者に

ついては、１年以上在学すれば足りるものとする。 

 

第１６条の２ 看護学研究科における単位修得の認定は、試験によりこれを行う。  

２ 看護学研究科における試験の成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの別に区分して評価し、試

験の合格又は不合格の別は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

３ 看護学研究科博士前期課程の修了要件は、本課程に２年以上在学し、所定の単位を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、本課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題に

ついての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関し

ては、優れた研究業績を上げた者又は第２０条第４項により在学期間の短縮が認められ

た者については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

４ 看護学研究科博士後期課程の修了要件は、本課程に３年以上在学し、所定の単位を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとす

る。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、２年以上在学

すれば足りるものとする。 

 

第１６条の３ 保健科学研究科における単位修得の認定は、試験によりこれを行う。 

２ 保健科学研究科における学修の評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの別に区分して評価し、

試験の合格又は不合格の別は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とし、Ｄを不合格とする。 

３ 保健科学研究科修士課程の修了要件は、本課程に２年以上在学し、所定の単位を修得し、

かつ、必要な研究指導を受けた上、本課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題につい

ての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者又は第２０条第４項により在学期間の短縮が認められた者に

ついては、１年以上在学すれば足りるものとする。 

 

（教育方法の特例） 

第１７条 本学大学院の課程において、教育上特別の必要があると認める場合には、夜間そ

の他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により、教育

を行うことができる。 

 

（学位の授与） 

第１８条 本学大学院の課程を修了した者には、修士又は博士の学位を授与する。 

２ 学位に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （他の大学院の授業科目の履修等） 

第１９条 学生は、学長の許可を得て、他の大学院において授業科目を履修し、単位を修得
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することができる。 

２ 前項の場合において、学長は、あらかじめ当該大学院との間において必要な事項につい

て協議するとともに、その許可に当たっては、当該学生が在学する研究科の研究科委員会

の議を経るものとする。 

３ 学長は、第１項の規定により履修した授業科目について修得した単位を、１５単位を超

えない範囲で、本学大学院において修得したものとみなすことができる。 

 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第２０条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができる。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、１５単位を超えない

ものとする。 

３ 第１項及び前条第１項の規定により、与えることのできる単位数は合わせて２０単位

を超えないものとする。 

４ 入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮（博士後期課程を除く。）については、

１年を超えない範囲で、当該学生が在学する研究科の研究科委員会の議を経て、学長が決

定する。 

 

 （論文による学位の授与） 

第２１条 学長は、第１６条第３項に規定する者のほか、医学研究科の行う博士論文の審査

に合格し、かつ、博士（医学）の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると学長が

認めた者に対しても博士（医学）の学位を授与することができる。 

 

 （入学資格） 

第２２条 医学研究科博士課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 (1) 大学の医学部を卒業した者 

 (2) 大学の医学部を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

２ 修士課程又は博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第７項の規定により学士の学位

を授与された者 

 (3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定
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める日以後に修了した者 

 (5) 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５５条第１項第６号に規

定する文部科学大臣の指定した者 

 (6) 大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、

所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと学長が認めた者 

 (7) その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、２２歳に達

したもの 

３ 看護学研究科博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

 (2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位

又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(4)  我が国において、外国の大学院相当として指定された外国の学校の課程（文部科学

大臣指定外国大学（大学院相当）日本校）を修了し、修士の学位又は専門職学位に相

当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 大学を卒業し、大学、研究所等において２年以上研究に従事した者で、本学大学院

において、修士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者 

(7) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有

する者と同等以上の学力があると認めた者で、２４歳に達した者 

 

 （入学志願の手続） 

第２３条 入学を志願する者は、学長が指定する期日までに入学願書に入学検定料及び学

長が別に定める書類を添えて、これを学長に提出しなければならない。 

 

（転入学） 

第２４条 他の大学院に在学する者が本大学院医学研究科博士課程又は看護学研究科博士

後期課程に転入学しようとするときは、当該大学院設置の大学の学長又は所属研究科長

の紹介状を添えて、学長に転入学願を提出しなければならない。 

２ 前項の願い出があったときは、医学研究科委員会又は看護学研究科委員会において速

やかに選考を行った上で、学長は許可することがある。 

３ 転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数については、医学研究科委

員会又は看護学研究科委員会において審査の上、第２０条第１項を準用する。 

４ 転入学を許可された者の在籍年次及び在籍期間については、医学研究科委員会又は看

護学研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 
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（転入学資格） 

第２５条 医学研究科博士課程又は看護学研究科博士後期課程に転入学を志願することが

できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 他の大学院に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願する者。 

 (2) 外国の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等（以下「外国の大学院等」 

という。）に在学する者、我が国において、外国の大学院の課程を有する教育施設の 

当該課程に在学する者（学校教育法第１０２条第１項に規定する者に限る。）又は国際

連合大学の課程に在学する者で、課程の中途において本大学院に転入学を志願する者。 

 

 （転入学志願の手続） 

第２６条 医学研究科博士課程又は看護学研究科博士後期課程に転入学を志願する者の転

入学志願に関する手続きについては、第２３条を準用する。 

 

 （研究生） 

第２７条 学長は、本学大学院において医学、看護学又は保健科学に関する特定の専門事項

について研究することを志願する者があるときは、本学大学院の教育研究に支障のない

範囲において、選考により、研究生として入学を許可することができる。 

２ 第７条の規定にかかわらず、研究生の在学期間は、１年を超えることができない。ただ

し、学長は、引き続き在学することを願い出る者があるときは、これを許可することがで

きる。 

３ 第１項の規定により入学を許可された者は、第１０条に規定する学生の定員の中には

含まれないものとする。 

 

 （科目等履修生） 

第２８条 学長は、本学大学院の学生以外の者で、本学大学院の１又は複数の授業科目を履

修し、単位を修得しようとするものがあるときには、その者が授業科目を履修し、単位を

修得しようとする研究科の研究科委員会の議を経て、科目等履修生として入学を許可す

ることができる。 

２ 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。 

３ 学長は、科目等履修生に対し、単位を与えることができる。 

 

 （特別聴講学生） 

第２９条 学長は、他の大学院の学生で、本学大学院において授業科目を履修し、単位を修

得しようとする者があるときは、当該大学院との協議により、特別聴講学生として入学を

許可することができる。 

２ 特別聴講学生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、

この限りでない。 
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３ 学長は、特別聴講学生に対し、単位を与えることができる。 

 

 （聴講生） 

第３０条 学長は、研究科において１又は複数の授業科目を聴講することを志願する者が

あるときは、本学大学院の教育研究に支障のない場合に限り、選考により、これを許可す

ることができる。 

２ 学長は、前項の規定により聴講を受けた者が当該授業科目の試験に合格したときは、当

該授業科目を履修したことを証する書類を発行することができる。 

 

 （外国人学生） 

第３１条 学長は、外国人であって本学大学院に入学を志願するものがあるときは、選考に

より入学を許可することができる。 

２ 前項の規定により入学を許可された者は、第１０条に規定する学生の定員の中には含

まれないものとする。 

 

 （学長への委任） 

第３２条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成１８年３月３１日現在、公立大学法人福島県立医科大学及び公立大学法人会津大

学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例（平成１８年福島県条例第１１号）による廃

止前の福島県立医科大学条例（昭和３９年福島県条例第２７号）第２条及び第４条の規定

に基づき設置された福島県立医科大学大学院（以下「旧大学院」という。）に在学する学

生で、平成１８年４月１日以降も旧大学院に在学する予定であったものは、別に当該学生

が意思表示をしない限り、平成１８年４月１日に公立大学法人福島県立医科大学が設置

する本学大学院に承継し、この学則を適用する。この場合において、当該学生に適用され

ていた学則その他の規程については、なお従前の例による。 

３ 平成１８年度における医学研究科の収容定員は、第１０条の規定にかかわらず、次のと

おりとする。 

 研究科   専攻又は研究課程     平成１８年度 

 医学研究科 地域医療・加齢医科学専攻    ２１人 

       機能制御医科学専攻       ３０人 

       神経医科学専攻         ２４人 

       分子病態医科学専攻       ３６人 

       旧大学院学則第２条の２第２項に規定する研究課程 
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                       ２７人 

         計            １３８人 

   附 則 

 この基本規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本規程は、平成１９年７月２日から施行する。 

   附 則 

 この基本規程は、平成１９年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２０年度における医学研究科医科学専攻の収容定員及び医学研究科の収容定員は、

改正後の福島県立医科大学大学院学則第１０条の規定にかかわらず、１０人及び１５８

人とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２１年度から平成２３年度における医学研究科博士課程の収容定員は、第１０条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

医学専攻 

 

地域医療・加齢医科学専攻 

機能制御医科学専攻 

神経医科学専攻 

分子病態医科学専攻 

３７人 

 

２１人 

３０人 

２４人 

３６人 

７４人 

 

１４人 

２０人 

１６人 

２４人 

１１１人 

 

７人 

１０人 

８人 

１２人 

３ 医学研究科の地域医療・加齢医科学専攻、機能制御医科学専攻、神経医科学専攻及び分

子病態医科学専攻は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日に当該専攻

に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

   附 則 

 この基本規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この基本規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 
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 この基本規程は、平成２５年６月２６日から施行する。 

   附 則 

 この基本規程は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年度以前に看護学研究科に入学した者については、改正後の別表第２の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、平成２７年４月１３日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２８年度における看護学研究科の収容定員は、改正後の第１０

条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 平成２７年度 平成２８年度 

看護学研究科 ３０人 ２５人 

  附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２７年９月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年度における医学研究科修士課程の収容定員は、改正後の第１０条の規定に

かかわらず、次のとおりとする。 

医学研究科 平成２８年度 

医科学専攻 

災害・被ばく医療科学共同専攻 

２０人 

１０人 

研究科計 １７８人 

  附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２７年９月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年度における医学研究科修士課程の収容定員は、改正後の第１０条の規定に

かかわらず、次のとおりとする。 

医学研究科 平成２８年度 

医科学専攻 

災害・被ばく医療科学共同専攻 

２０人 

１０人 

研究科計 １７８人 
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  附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２８年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年度以前に看護学研究科に入学した者については、改正後の別表第２の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この基本規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２８年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

附 則 

この基本規程は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。た

だし、第１７条の規定は平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成２９年１２月２７日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３０年度以前に看護学研究科に入学した者については、改正後の別表第２の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、平成３０年１２月２６日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成３１年度以前に看護学研究科に入学した者については、改正後の別表第２の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、令和２年８月２６日から施行し、令和２年６月３０日から適用する。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この基本規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和２年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年度における医学研究科博士課程医学専攻の入学定員は、改正後の第１０条の

規定にかかわらず、次のとおりとする。 

医学研究科 令和４年度 

医学専攻 ３７人 

研究科計 ５７人 

３ 令和４年度から令和７年度における医学研究科博士課程医学専攻の収容定員は、改正

後の第１０条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

医学研究科 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

医学専攻 １４８人 １７１人 １９４人 ２１７人 

研究科計 １８８人 ２１１人 ２３４人 ２５７人 

４ 令和４年度から令和５年度における看護学研究科博士後期課程の収容定員は、改正後

の第１０条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

課程 専攻 令和４年度 令和５年度 

博士後期課程 看護学専攻 ２人 ４人 

 研究科計 ２２人 ２４人 

附 則 

 （施行期日） 

１ この基本規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和５年度における看護学研究科博士前期課程の収容定員は、改正後の第１０条の規

定にかかわらず、次のとおりとする。 

課程 専攻 令和５年度 

博士前期課程 看護学専攻 ２５人 

 研究科計 ２９人 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年度以前に医学研究科災害・被ばく医療科学共同専攻に入学した者については、

改正後の別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年度以前に医学研究科災害・被ばく医療科学共同専攻に入学した者については、

改正後の別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基本規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１４条関係） 

医学専攻 

教育科目区分 授業科目 

共通基盤教育 

医学研究概論 

総合人間学特論 

医科学研究入門 

研究デザイン学 

専門分野教育 
医学特論 

医学特別研究演習 

発展分野教育 
医学特論演習 

大学院セミナー 

特別研究 研究指導 

 

 

医科学専攻 

科目区分 授業科目 

必修教育科目 

医科学概論 

国際コミュニケーション学 

生体構造学 

生体機能学 

病態病理学 

代謝栄養学 

医学研究方法論 

疫学・統計の方法論 

疫学・統計実習 

医学研究デザイン論 

医学研究デザイン論演習 

行動科学 

計測・分析学 

医学統計学 

医療工学 

放射線医学 

専門研究科目 

地域と環境 

食物と栄養 

血液と循環 

免疫と生体防御 

発生と再生 
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脳とこころ 

分子と情報 

臨床研究デザイン学 

臨床データ解析学特講 

臨床データ解析学演習 

ヘルス・サービスリサーチ 

特別研究科目 
特別研究 

特別研究演習 

共通必修科目 大学院セミナー 

 

 

災害・被ばく医療科学共同専攻 

科目区分 授業科目 

基礎科目 

研究方法特論 

リスクコミュニケーション学 

基礎放射線医科学 

災害看護学概論 

救急医学概論 

災害医学概論 

被ばく影響学 

緊急被ばく医療概論 

メンタルヘルス概論 

リスクアセスメント概論 

疫学  

放射線防護学 

ＩＰＷ論 

リスク管理学特論 

専門科目 

社会医学特論 

国際保健学特論 

災害こころの医学 

災害医学特論 

シミュレーション医療教育学 

災害地域ヘルスプロモーション学 

救急医学特論 

地域医療学 

放射線看護学 

国際被ばくヘルスプロモーション 
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被ばく医療保健看護学 

災害公衆衛生看護学 

国際プロジェクト管理学 

保健医療社会学特論 

看護倫理 

看護教育論 

コンサルテーション特論 

看護情報学 

災害看護活動論Ⅰ 

災害看護活動論Ⅱ 

専門実習 

福島医大救急医学実習 

原子力災害医療実習 

長崎大川内村実習 

長崎大原爆被爆者医療実習 

課題研究 課題研究 

自由科目 医学概論 

 

 備考 学長は、この表に定める授業科目のほか、医学研究科委員会の議を経て、教育上

必要と認める授業科目を設けることができる。 
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別表第２（第１４条関係） 

１ 博士前期課程 看護学専攻 

看護理論 

看護研究 

看護倫理 

看護研究方法論 

基礎看護論 

基礎看護学特論Ⅰ 

基礎看護学特論Ⅱ 

基礎看護学演習Ⅰ 

基礎看護学演習Ⅱ 

基礎看護学実習Ⅰ 

基礎看護学実習Ⅱ 

看護生命科学概論 

看護生命科学特論Ⅰ 

看護生命科学特論Ⅱ 

看護生命科学演習Ⅰ 

看護生命科学演習Ⅱ 

看護生命科学方法Ⅰ 

看護生命科学方法Ⅱ 

がん看護論 

がん看護学特論Ⅰ 

がん看護学特論Ⅱ 

がん看護学演習Ⅰ 

がん看護学演習Ⅱ 

がん看護学実習Ⅰ 

がん看護学実習Ⅱ 

がん看護学実習Ⅲ 

がん看護学実習Ⅳ 

成人看護論 

成人看護学特論Ⅰ 

成人看護学特論Ⅱ 

成人看護学演習Ⅰ 

成人看護学演習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅱ 

老年看護論 

老年看護学特論Ⅰ 
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老年看護学特論Ⅱ 

老年看護学演習Ⅰ 

老年看護学演習Ⅱ 

老年看護学実習Ⅰ 

老年看護学実習Ⅱ 

リハビリテーション看護論 

精神看護論 

精神看護学特論Ⅰ 

精神看護学特論Ⅱ 

精神看護学演習Ⅰ 

精神看護学演習Ⅱ 

精神看護学演習Ⅲ 

精神看護学実習Ⅰ 

精神看護学実習Ⅱ 

精神看護学実習Ⅲ 

精神看護学実習Ⅳ 

急性期精神看護論 

リエゾン精神看護論 

精神訪問看護論 

地域精神保健論 

女性看護論 

母性看護学特論Ⅰ 

母性看護学特論Ⅱ 

母性看護学演習 

母性看護学実習Ⅰ 

母性看護学実習Ⅱ 

助産学特論Ⅰ 

助産学特論Ⅱ 

助産学特論Ⅲ 

助産診断・技術学演習Ⅰ 

助産診断・技術学演習Ⅱ 

助産診断・技術学演習Ⅲ 

助産診断・技術学演習Ⅳ 

基礎助産技術演習 

高次助産技術演習 

助産健康教育法 

助産学臨床推論 

ふくしま助産学 
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地域母子保健 

助産管理 

助産学実習Ⅰ 

助産学実習Ⅱ 

助産学実習Ⅲ 

助産学課題演習Ⅰ 

助産学課題演習Ⅱ 

助産学課題演習Ⅲ 

母子保健論 

小児看護論 

小児看護学特論Ⅰ 

小児看護学特論Ⅱ 

小児看護学演習Ⅰ 

小児看護学演習Ⅱ 

小児看護学演習Ⅲ 

小児看護学実習Ⅰ 

小児看護学実習Ⅱ 

小児看護学実習Ⅲ 

小児看護学実習Ⅳ 

小児看護学実習Ⅴ 

地域保健看護論 

地域保健看護学特論Ⅰ 

地域保健看護学特論Ⅱ 

地域保健看護学演習 

地域保健看護学実習Ⅰ 

地域保健看護学実習Ⅱ 

地域保健看護学実習Ⅲ 

在宅看護論 

在宅看護学特論Ⅰ 

在宅看護学特論Ⅱ 

在宅看護学演習  

在宅看護学実習Ⅰ 

在宅看護学実習Ⅱ 

健康情報学 

看護教育論 

コンサルテーションの理論と実際 

フィジカルアセスメント 

病態生理学 

学則 - 20



臨床薬理学 

症状マネジメント 

看護マネジメント論  

がん医療におけるコミュニケーション 

認知症看護論 

ストレスと心身症 

看護と法 

看護ケア方法論 

緩和ケア論 

看護政策論 

家族面接論 

現代家族論 

看護特別研究 

看護課題研究 

 

２ 博士後期課程 看護学専攻 

 ケア開発看護学特講 

 ケアシステム開発看護学特講 

 実践開発看護学演習 

 看護研究特講 

 看護人材育成論特講 

 看護心理学特講 

 看護病態学特講 

 実践開発看護学特別研究 

 

備考 学長は、この表に定める授業科目のほか、看護学研究科委員会の議を経て、教育上必

要と認める授業科目を設けることができる。 
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別表第３（第１４条関係） 

保健科学専攻 

教育科目区分 授業科目 

共通科目 

先端医療と多職種連携 

医療・研究倫理学 

保健科学研究方法論 

保健科学教育論Ⅰ 

保健科学教育論Ⅱ 

医療統計学 

データサイエンス（画像系） 

データサイエンス（オミクス解析） 

専門基礎科目 

身体障害とリハビリテーション 

精神障害とリハビリテーション 

老年期障害とリハビリテーション 

発達障害とリハビリテーション 

生体画像情報学 

分子情報解析学 

放射線計測と防護 

放射線病態影響学 

臨床検査学最新技術論 

生物分子の分析と探求 

理学療法学領域科目 

運動器障害学特論 

運動器障害学演習Ⅰ 

運動器障害学演習Ⅱ 

神経・小児障害学特論 

神経・小児障害学演習Ⅰ 

神経・小児障害学演習Ⅱ 

内部障害学特論 

内部障害学演習Ⅰ 

内部障害学演習Ⅱ 

地域・予防学特論 

地域・予防学演習Ⅰ 

地域・予防学演習Ⅱ 

作業療法学領域科目 

生活機能障害作業療法学特論 

心身機能作業療法学演習Ⅰ 

心身機能作業療法学演習Ⅱ 
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活動・参加作業療法学演習Ⅰ 

活動・参加作業療法学演習Ⅱ 

診療放射線科学領域科目 

医用画像情報工学特論 

医用画像情報工学演習Ⅰ 

医用画像情報工学演習Ⅱ 

医用画像科学特論 

医用画像科学演習Ⅰ 

医用画像科学演習Ⅱ 

核医科学特論 

核医科学演習Ⅰ 

核医科学演習Ⅱ 

放射線治療科学特論 

放射線治療科学演習Ⅰ 

放射線治療科学演習Ⅱ 

医学物理特論 

医学物理演習Ⅰ 

医学物理演習Ⅱ 

臨床検査学領域科目 

臨床病理学特論 

臨床病理学演習Ⅰ 

臨床病理学演習Ⅱ 

臨床微生物学特論 

臨床微生物学演習Ⅰ 

臨床微生物学演習Ⅱ 

臨床生理検査学特論 

臨床生理検査学演習Ⅰ 

臨床生理検査学演習Ⅱ 

臨床血液学特論 

臨床血液学演習Ⅰ 

臨床血液学演習Ⅱ 

疾患生化学特論 

疾患生化学演習Ⅰ 

疾患生化学演習Ⅱ 

特別研究 特別研究 

備考 学長は、この表に定める授業科目のほか、保健科学研究科委員会の議を経て、教

育上必要と認める授業科目を設けることができる。 
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福島県立医科大学大学院保健科学研究科委員会規程（案） 

令和７年４月１日規程第  号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、福島県立医科大学大学院学則第１３条第３項の規定に基づき、大学院

保健科学研究科委員会（以下「委員会」という。）の運営等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

  

（組織） 

第２条 委員会は、大学院保健科学研究科（以下「研究科」という。）の研究指導科目を担

当する主指導教員（以下「委員」という。）をもって組織する。 

  

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は保健科学研究科長とし、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。 

  

（審議事項） 

第４条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。 

(1) 研究科に係る規程等の制定改廃に関すること。 

(2) 学生の教育、厚生補導及びその身分に関すること。 

(3) 学位の授与に関すること。 

(4) 入学試験に関すること。 

(5) その他研究科の運営に関して委員長が必要と認めた事項。 

 

 （会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、委員(休職中及び海外出張中

の者を除く。)の３分の２以上の出席がなければ成立しない。 

 

 （議事提案） 

第６条 委員は、議事を委員会に提案することができる。 

 

 （議決） 

第７条 委員会の議事は、他の特別の定めがある場合を除くほか、出席委員の過半数の同意

をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。 
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 （委員以外の者の出席等） 

第８条 委員長が必要と認めるときは、研究科の授業を担当する本学保健科学部の准教授

又は講師等を委員会に出席させることができる。 

２ 事務局次長その他委員長が必要と認める事務職員は、委員会に列席する。 

  

（議事録） 

第９条 委員会における議事概要については、議事録を作成し、保存するものとする。 

 

（非公開） 

第１０条 委員会は、公開しない。ただし、委員会の議決により特に定められた者について

は、列席傍聴させることができる。 

 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、保健科学部事務室がこれに当たる。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。 
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